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Ⅰ．規程及び体制等の整備状況 
 
１．機関内規程 
１）評価結果 
 ■ 基本指針に適合する機関内規程を定めている。 
 □ 機関内規程を定めているが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 機関内規程を定めていない。 
２）自己点検の対象とした資料 
・「関西学院大学動物実験管理規程」 

・「関西学院大学動物実験管理規程の運用に関する内規」 

・研究推進社会連携機構の構成イメージ図 

・動物実験に関する組織体制図 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 
・ 「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」（文部科学省/以下「基本指針」と

いう。）、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」（環境省/以下「飼養保管

基準」という。）及び「動物の愛護及び管理に関する条例」（兵庫県/以下「県条例」という。）

に則り、機関内規程として「関西学院大学動物実験管理規程」（以下「規程」という。）、「関西

学院大学動物実験管理規程の運用に関する内規」（以下「内規」という。）を定めている。  

・ 関係法令等の改正等にあたっては、随時規程等を見直し、適正に整備している。  

・ 学長のもとに、動物実験委員会、施設管理者、実験動物管理者及び動物実験責任者等を配置し、

動物実験の適正な実施に向けた組織体制としている。 
４）改善の方針、達成予定時期 
・該当なし 

 
２．動物実験委員会 
１）評価結果 
 ■ 基本指針に適合する動物実験委員会を設置している。 
 □ 動物実験委員会を設置しているが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 動物実験委員会を設置していない。 
２）自己点検の対象とした資料 

・「関西学院大学動物実験管理規程」 

・「関西学院大学動物実験管理規程の運用に関する内規」 

・２０２５年度動物実験委員会委員一覧 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 
・ 基本指針及び飼養保管基準の規定に基づき動物実験委員会を設置している。  

・ 動物実験委員会には基本指針で定められた役割の委員で構成している。  
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・ 動物実験委員会の役割は規程で定めてある。 

４）改善の方針、達成予定時期 
・該当なし 

 
３．動物実験の実施体制 
１）評価結果 
 ■ 基本指針に適合し、動物実験の実施体制を定めている。 
 □ 動物実験の実施体制を定めているが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 動物実験の実施体制を定めていない。 
２）自己点検の対象とした資料 
・「関西学院大学動物実験管理規程」 

・「関西学院大学動物実験管理規程の運用に関する内規」 

・「学外研究者・企業との動物実験等に関する誓約書」 

・「動物実験計画書」 

・「動物実験の自己点検票」 

・「動物実験報告書」 

・「動物実験計画中止・変更申請書」 

・「動物実験室・飼養保管施設 廃止届」 

・「動物実験室・飼養保管施設設置（変更）申請書」 

・「「特殊実験区分」に該当する危険物質使用申請書」 

・「哺乳類、鳥類及び爬虫類以外の脊椎動物を使用する動物実験実施申請書」 

・「哺乳類、鳥類及び爬虫類以外の脊椎動物を使用する動物実験更新・変更申請書」 

・「哺乳類、鳥類及び爬虫類以外の脊椎動物を使用する動物実験報告書」 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 
・「関西学院大学動物実験管理規程の運用に関する内規」第６条第１項において、動物実験責任者

は、動物実験の実施に先立ち計画書を提出し、動物実験委員会の審査を経て統括管理者の承認を得

ておくことと定められており、それに則っている。この点につき、動物実験に関する教育訓練にお

いて周知を図っている。 
・審査、承認、結果報告の実施体制については、「関西学院大学動物実験管理規程」第１４条及び

第１５条に記載されている通り、動物実験委員会で調査、審議及び審査を行う事項を定めている。

動物実験委員会は申請された動物実験計画書について、諸法令及び各種指針等に適合しているか

の審議や動物実験の実施状況および結果等、動物実験の適正な実施のための事項に関して、最終的

には統括管理者である学長に報告・助言する役割を担っている。 
・新規・変更ともに動物実験委員会による審査完了後、学長の承認又は非承認の決定に基づき、審

査結果について申請者に通知している。  

４）改善の方針、達成予定時期 
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・該当なし 
 
４．安全管理に注意を要する動物実験の実施体制 
１）評価結果 
■ 基本指針に適合し、安全管理に注意を要する動物実験の実施体制を定めている。 
□ 安全管理に注意を要する動物実験の実施体制を定めているが、一部に改善すべき点がある。 
□ 安全管理に注意を要する動物実験の実施体制を定めていない。 
□ 該当する動物実験を行っていないので、実施体制を定めていない。 

２）自己点検の対象とした資料 
・「関西学院大学動物実験管理規程」 

・「関西学院大学動物実験管理規程の運用に関する内規」 

・「「特殊実験区分」に該当する危険物質使用申請書」 

・「関西学院大学組換えＤＮＡ実験安全管理規程」 

・｢関西学院大学 病原体等使用実験指針｣ 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 
・安全管理に注意を要する動物実験（遺伝子組換え動物実験、病原微生物を用いる動物実験、放射

線を用いる動物実験、発癌物質・有害化学物質等を用いる動物実験等）については、上記規程類・

様式を定め、安全に実施できる体制を整備している。 
・組換えＤＮＡ実験又は「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する

法律」に定める組換えＤＮＡ実験に準ずる実験を計画し実施する際には、実験責任者は実験計画に

関する関係書類を添え、部局長に申請又は届け出る必要がある旨、「関西学院大学組換えＤＮＡ実

験安全管理規程」に定められている。 
・病原体などを用いて実施する実験については、関西学院大学病原体等使用実験指針を定め、組換

えＤＮＡ実験安全委員会との情報共有を進めながら実施している。 
４）改善の方針、達成予定時期 
・該当なし 

 
５．実験動物の飼養保管の体制 
１）評価結果 
 ■ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正な飼養保管の体制である。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
・「関西学院大学動物実験管理規程」 

・「関西学院大学動物実験管理規程の運用に関する内規」 

・「動物実験室・飼養保管施設 廃止届」 
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・「動物実験室・飼養保管施設設置（変更）申請書」 

・関西学院大学動物実験に関する緊急時対応計画 

・関西学院大学動物心理学研究マニュアル（文） 

・関西学院大学神戸三田キャンパス実験動物飼育共同施設利用内規（理） 

・関西学院大学神戸三田キャンパス実験動物飼育共同施設 緊急時対応マニュアル（理） 

・SPF 室の利用細則（理） 

・神戸三田キャンパス実験動物飼育共同施設使用規則（理） 

・緊急時の連絡体制 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
・西宮上ケ原キャンパス、神戸三田キャンパスの計２つの部局に飼養保管施設が設置され（西宮聖

和キャンパスに設置されていた教育学部動物飼育室は２０２１年３月末にて閉鎖）、各施設の管理

者は「関西学院大学動物実験管理規程」において、部局長の推薦により学長が、当該部局から１名

任命することと定められており、それに則っている。 
・飼養保管施設の要件については「関西学院大学動物実験管理規程の運用に関する内規」第３条に

おいて定めており、新規設置申請にあたっては学長の承認後兵庫県へ届出を行い、法令に適合した

施設として知事の認可を得ている。 
４）改善の方針、達成予定時期 
・該当なし 

 
６．その他（動物実験の実施体制において、特記すべき取り組み及びその点検・評価結果） 
・教育学部・教育学研究科（西宮聖和キャンパス）に設置されていた教育学部動物飼育室は実験動

物管理者の定年退職に伴い２０２１年３月末にて閉鎖となった。 
・神戸三田キャンパスは２０２１年に組織改編があり、理工学部１学部体制から、理学部・工学部・

生命環境学部の３学部体制となった。 
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Ⅱ．実施状況 
 
１．動物実験委員会の活動状況 
１）評価結果 
 ■ 基本指針に適合し、適正に機能している。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
・２０２４年度関西学院大学動物実験委員会記録 

・「関西学院大学動物実験管理規程」 

・「関西学院大学動物実験管理規程の運用に関する内規」 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
・関西学院大学動物実験委員会は、「関西学院大学動物実験管理規程」に基づき、次の事項につい

て調査、審議及び審査し、これらの事項に関して統括管理者に報告・助言する機能を有する。  

①規程の運用に関する内規等の制定・改廃に関する事項  

②動物実験施設の設置及び改廃等に関して当該部局から申請があった事項  

③動物実験計画、動物実験等の実施、結果の発表並びにデータの保管に関して、動物実験責任者か

ら申請があった事項  

④動物実験等の実施並びに実験動物の飼養・保管、教育訓練に関する事項  

⑤動物実験等に関する自己点検・評価、外部検証並びに情報公開に関する事項  

⑥事故発生の際の必要な処置及び改善策  

⑦その他、動物実験等の適正な実施に関し必要な事項 

・ 議事録は動物実験委員会担当事務が作成し、適正に保管している。 
４）改善の方針、達成予定時期 
・該当なし 

 
２．動物実験の実施状況 
１）評価結果 
 ■ 基本指針に適合し、適正に動物実験を実施している。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
・２０２４年度動物実験計画等申請一覧 

・関西学院大学動物実験委員会記録（２０２４年度） 

・２０２４年度動物実験計画書一式 

・２０２４年度動物実験の自己点検票 
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・２０２４年度動物実験報告一式 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
・２０２４年度は３７件の動物実験計画が各実験責任者より申請され、関西学院大学動物実験委員

会において審議した。審議の結果、一部計画の修正のうえ、全件を規程に適合するものとして承認

した。  

・２０２４年度に実験が終了した３７件の動物実験計画については、各実験責任者より動物実験報

告書が提出され、関西学院大学動物実験委員会において審議の結果、一部追記・訂正のうえ全件を

承認した。 

・ 動物実験結果報告書には、動物実験委員会からの助言と学長の改善指示を記入する項目がある。 

４）改善の方針、達成予定時期 
・該当なし。 

 
  
３．安全管理に注意を要する動物実験の実施状況 
１）評価結果 
 ■ 基本指針に適合し、当該実験を適正に実施している。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
 □ 該当する動物実験を行っていない。 
２）自己点検の対象とした資料 
・２０２４年度動物実験申請一覧 

・２０２４年度動物実験計画書 

・２０２４年度動物実験報告書一式 

・ＤＮＡ実験一覧 

・２０２４年度関西学院大学動物実験委員会記録 

・２０２４年度関西学院大学組換えＤＮＡ実験安全管理委員会記録 

・「関西学院大学動物実験管理規程」 

・「関西学院大学動物実験管理規程の運用に関する内規」 

・「「特殊実験区分」に該当する危険物質使用申請書」 

・「関西学院大学組換えＤＮＡ実験安全管理規程」 

・｢関西学院大学 病原体等使用実験指針｣ 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
・「関西学院大学動物実験管理規程」をはじめとする各種規程類・様式ならびに各部署の動物実験

施設の運用マニュアルを遵守し、安全に配慮した実験が実施されている。 
・動物実験に従事する者については必ず動物実験に関する教育訓練の受講を義務付け、安全に配慮

した適切な動物実験を行うために必要な知識・倫理等を指導している。 
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・２０２４年度の特殊実験としては、感染実験１件（承認番号：２０２４―２２）、遺伝子組み換

え動物実験３件（承認番号：２０２４―２２、２０２４―３７、２０２４―３８）、麻薬・向精神

薬等実験４件（承認番号：２０２４―２２、２０２４―３６、２０２４―３７、２０２４―３８）

が新規計画されており、いずれも適正に実施されていた。 
４）改善の方針、達成予定時期 
・該当なし。 

 
４．実験動物の飼養保管状況 
１）評価結果 
 ■ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正に実施している。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
・関西学院大学動物心理学研究マニュアル（文） 

・関西学院大学神戸三田キャンパス実験動物飼育共同施設利用内規（理） 

・関西学院大学神戸三田キャンパス実験動物飼育共同施設 緊急時対応マニュアル（理） 

・２０２４年度実験動物飼養保管状況の自己点検票（様式 ２－２） 

・動物種・飼養数集計表（２０２５年３月３１日時点） 

・実験動物飼養保管状況の自己点検票（２０２４年度） 

・微生物モニタリング検査報告書 

・緊急時の連絡体制 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
・ 飼養保管施設より実験動物飼養保管状況の自己点検票が提出された。  

・ 実験動物飼養保管状況の自己点検票に基づき、実験動物管理者が飼養保管基準に則り適正に活

動していることを確認した。  

・ 各飼養保管施設において、飼養保管基準を遵守し実験動物を適正に飼養又は保管している。  

・ 各キャンパスの実験動物責任者による定期的な視察において、特に問題点は指摘されていない。  

・長期飼育を行っている飼養保管施設では、定期的な微生物モニタリングを実施している。 

４）改善の方針、達成予定時期 
・該当なし。 

 
５．施設等の維持管理の状況 
１）評価結果 
 ■ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正に維持管理している。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
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２）自己点検の対象とした資料 
・２０２４年度実験動物飼養保管状況の自己点検票（様式 ２－２） 

・動物実験施設設備保守点検記録 

・動物実験施設飼育室温湿度記録 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
・各飼養保管施設では、関係者以外の者が立ち入らないように、カードキーや機械錠等のセキュリ

ティーシステムを設けている。西宮上ケ原キャンパスで掲示している関係者以外立ち入り禁止の

注意喚起を神戸三田キャンパスにおいても掲示する予定である。また、入退室時に記録等を行い、

入退管理を行っている。 
・動物実験委員から選出された自己点検評価委員により、神戸三田キャンパスの飼養保管施設の点

検を行った結果、キャンパス特有な地理的、構造的特色に即した整備が行われていることが確認さ

れ、施設維持管理が適切に行われていると判断された。 
４）改善の方針、達成予定時期 
・該当なし。 
 

 
６．教育訓練の実施状況 
１）評価結果 
 ■ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正に実施している。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
・「関西学院大学動物実験管理規程」 

・「関西学院大学動物実験管理規程の運用に関する内規」 

・２０２４年度動物実験報告書一式 

・２０２４年度動物実験教育訓練資料（パワーポイント） 

・２０２４年度動物実験教育訓練受講者名簿 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 

・スライド資料を用いて、動物実験の歴史と現状、特に３Ｒの原則など動物実験倫理についての講

義を行った。また、各学部固有の注意事項（使用する施設や規則、飼育管理方法、実験・観察手技

など）について、資料などを用いて解説している。なお、動物実験従事者は毎年度、教育訓練を受

講する必要がある。 

・日本実験動物学会の教育動画「動物実験は機関管理されています」を教育訓練で共有している。 

・実験動物管理者は、公益社団法人日本実験動物学会の実験動物管理者等研修を受講している。  

４）改善の方針、達成予定時期 
・該当なし。 
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７．自己点検・評価、情報公開 
１）評価結果 
 ■ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正に実施している。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
・関西学院大学ホームページ（研究推進社会連携機構ホームページ） 

 http://www.kwansei.ac.jp/kenkyu/kenkyu_010166.html 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
・文部科学省の「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」及び公私立大学実験動

物施設協議会「動物実験に関する情報公開に関する更なる取組について」等における情報公開の目

安に基づき、機関内規程、自己点検評価結果、外部検証結果、動物種・飼養数、動物実験施設、動

物実験計画・承認件数、教育訓練実績、動物実験委員会構成等の情報について、２０１５年７月か

ら研究推進社会連携機構ホームページで公開している。 
 
４）改善の方針、達成予定時期 
・該当なし。 

 
８．その他 
（動物実験の実施状況において、機関特有の点検・評価事項及びその結果） 
・学外での野生動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)の生態調査等を実施する場合も動物実験計画書を提出

し、学長承認を経て実施することとしている。また、魚類及び両生類等を用いる実験に関しても動

物実験に準じて実験計画の審査を行う事としている。 
 


